
□10～ 500万円コース … 安定・継続した収入のある方

　①貸越極度額100万円以下は極度スライド方式となり、以下の返済額となります。

・ 10万円コース

・ 20・30万円コース

・ 40・50万円コース

・ 60～100万円コース

　②貸越極度額110万円以上は残高スライド方式となり、以下の返済額となります。

・

・

・

・

・

・

・

・

３１０万円以上４００万円以下 7.50%

４１０万円以上５００万円以下 5.80%

300万円超400万円以下 毎月 ５０，０００円

14.60%

６０万円以上１００万円以下 14.60%

１１０万円以上２００万円以下 12.00%

２１０万円以上３００万円以下 9.80%

　但し、上記各コースの併用はできません。

大牟田柳川信用金庫

令和４年４月１日現在

・しんきんカードローン

□保証会社の保証が受けられる方

　商品説明書

１．商品名（愛称）

２．ご利用いただけ

□当金庫営業区域内に居住または勤務している方

３．お使いみち

８．担保・保証人

１１．ご返済方法

５．コース別取扱要件

６．ご返済期間

ご融資限度額

□変動金利（保証料含）　

５，０００円

　 されたご本人の預金口座より引落しさせていただきます

　 さらに３年延長いたします

１０，０００円

不要です

定額返済方式

毎月

次の条件をすべて満たされる方。

□貸越契約の有効期限は、ご契約日から３年目の応答日の属する月の１０日までとさせて

□期間終了のときは、当金庫の再審査の結果、適当と認められる方について、契約期間を

　いただきます

組　　合　　せ

４．ご融資金額

□年齢が２０歳以上６５歳未満で、安定した収入がある方

　　る方

健全な消費性資金　（但し、事業資金は除きます）

□ご融資限度額

10万円以上500万円以内

　他のしんきん保証基金保証付ローンと併用するときのご融資限度額は次によるものとします

カードローン・個人ローン ３，０００万円

□貸越利息は毎月１０日に９日までの利息を貸越元金に組入れさせていただきます

毎月

毎月

毎月

□預金口座振替による定額返済のほか、随時にご返済することも可能です

７．ご融資金利

９．保証会社

□貸越が発生している場合、毎月の返済日（毎月１０日）に次の返済額を、あらかじめご指定

一般社団法人しんきん保証基金

１０．保証料

契約極度額 ご融資金利（年）

５０万円以下

３０，０００円

毎月 ４０，０００円

30万円超50万円以下

１５，０００円

400万円超500万円以下 毎月 ６０，０００円

２０，０００円

貸越極度額

毎月

２０，０００円

100万円超200万円以下

200万円超300万円以下

３，０００円

毎月 ５，０００円

毎月

毎月ご返済額

定例返済日の前日の貸越残高

10万円以下

10万円超30万円以下

50万円超100万円以下

当金庫にいただいたお利息の中から保証会社へお支払いします

毎月ご返済額

毎月 １０，０００円

毎月
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１２．必要書類 □運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人と確認のできる書類（写）が必要です

□申込極度額が１１０万円を超える場合は別途、所得証明書類（写）が必要となります

１３．手数料等 ご契約時に印紙代２００円が必要となります

１４．苦情処理措置・ 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または法務部（9時～17時、

　　　紛争解決措置 電話：0944-52-3358）にお申し出ください。

紛争解決措置　 東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-

8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で紛争

の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業

日に、上記法務部または全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：03-3517-

5825）にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三

弁護士会）に直接お申出いただくことも可能です。

　なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただ

けます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会におい

て、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を

図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方

法(移管調停）―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫法務部もしく

は全国しんきん相談所にお問合せください。

○審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

○店頭で返済額の試算をさせていただきます。

　③元利金をご完済される場合は窓口にて処理を行ってください。（ＡＴＭではできません。）

　④随時返済があった月でも、定額返済は行っていただくものとさせていただきます。

　①ご返済日・ご返済金額は任意です。

　②元金をご返済される場合は、ＡＴＭまたは窓口にて処理を行ってください。
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